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岩倉市職員定数条例の一部を改正する条例を別紙のように定めるものと
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岩倉市職員定数条例の一部を改正する条例 

岩倉市職員定数条例（昭和４６年岩倉市条例第１７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第１条中「教育委員会、消防」を「教育委員会、教育委員会の所管に属

する学校及び学校以外の教育機関」に、「及び公平委員会の事務部局の」を

「並びに公平委員会の事務部局並びに消防機関に」に改める。 

第２条第１号中「２０５人」を「２１０人」に改め、同条第６号中 

「１１５人」を「１２０人」に改め、同条第７号中「職員 １５人」を「事

務部局の職員 １０人」に改め、同条中第８号を削り、第９号を第８号と

し、第１０号を第９号とし、同条に次の１号を加える。 

(10) 消防機関の職員 ６０人 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 


